
「国と地方の協議」(平成２９年秋)規制の特例措置に関する協議結果
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医療は、医療を提供する施設の機能に応じ在宅を
ふくむ適切な場所で安全かつ効率的に提供されな
ければならない。医療法においては、医療を提供
する場所を病院、診療所等と定め、さらに医療法
施行規則第１条においてさらに詳細な規定を置い
ている。

医師法（昭和23年法律第201号）第20条において、
医師は、自ら診察しないで治療をしてはならないこ
ととされている。
遠隔診療の一環として「診察」を遠隔で行うことに
関しては、「情報通信機器を用いた診療（いわゆる
「遠隔診療」）について」（平成９年12月24日付け健
政発第1075号厚生労働省健康政策局長通知。以
下「平成９年遠隔診療通知」という。）において、
「直接の対面診療による場合と同等ではないにし
てもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に
関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療
を行うことは、直ちに医師法第20条等に抵触する
ものではない」との基本的な考え方等をお示しして
いる。

診療報酬においては、質の高い医療が効率的・効
果的に提供されるよう、個々の医療行為につい
て、一定の要件や基準等を付して保険適用として
いる。電話等を用いた診療については、患者等か
らの求めに応じて必要な指導をした場合、当該診
療を行った保険医のいる医療機関において再診料
が算定できる。

今回のへき地医療拠点病院とへき地診療所間での遠隔診療の実施に
関する提案にあるように遠隔診療を受ける際に患者が、病院にて遠隔
診療を受けることは、医療法上特段の問題はなく、現行法上で対応出
来る。
また、平成９年遠隔診療通知でお示ししている基本的な考え方のとお
り、過去に診察していた慢性期疾患患者に対して、直接の対面診療を
適切に組み合わせつつ、情報通信機器を用い、医師が診察を行い、
当該医師の指示のもと、看護師が診察を補助することについては、医
師法上特段の問題はなく、現行の法令及び通知で実施可能である。

情報通信機器を活用した診療の診療報酬上の評価については、平成
30年度診療報酬改定において、有効性や安全性等への配慮や対面
診療の原則といった一定の要件を満たすことを前提に、診療報酬上の
評価を新設することを検討している。平成30年度診療報酬改定後、評
価の新設による影響を調査・検証した上で、対面診療と適切に組み合
わせ、ＩＣＴを活用した効果的・効率的な外来・在宅医療の提供や、遠
隔でのモニタリング等に係る評価の在り方について、引き続き中央社
会保険医療協議会において検討していく予定。
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【１】
今回，特区から提案した医療提供施設間の遠隔診療の実施について
は，現行法上で対応できることを確認した。

【２】
診療報酬上の取り扱いについては，平成３０年度の診療報酬改定に
おいて評価を新設し，以降，新設による影響を調査・検証した上で，
引き続き，中央社会保険医療協議会において検討していく予定とのこ
とであり，まずは，遠隔診療に係る平成３０年４月の診療報酬の評価
新設の状況を確認した上で，特区の求める提案の実現に向けて検討
を進め，場合によっては，次回以降に改めて協議の実施を希望する。

厚生労働省から、指定自治体の提案した医療提供施設間における遠隔診療の実施が現
行制度において実施できる旨の見解が示され、指定自治体は了解しているため、協議を
終了する。
なお、遠隔診療の診療報酬上の取扱いについて、厚生労働省は平成30年度診療報酬改
定後、新設された評価による影響を調査・検討し、引き続き中央社会保険医療協議会に
おいて検討していく予定としているところ、指定自治体が検討の結果、新たに希望する場
合は改めて協議を行うこととする。
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「総合メディカルゾーン
本部・南部センター・西
部センター」及び「へき
地診療所」の連携によ
る情報通信機器を用
いた診療（いわゆる
「遠隔診療」）の実施を
可能とする制度・法令
上の特例措置につい
て

　「総合メディカルゾーン本部（県立中央病
院）」と「総合メディカルゾーン南部・西部セン
ター（県立海部・三好病院）」間において，これ
まで中央病院専門医が各センターまで赴き，
診察していた慢性期疾患患者について，医師
が中央病院において，情報通信機器を用い，
各センターにいる患者の診察を行う。この際，
各センターの看護師が，医師の指示のもと，
診察を補助する。
　「総合メディカルゾーン（県立中央・海部・三
好病院）」と「へき地診療所」間において，これ
まで県立病院専門医がへき地診療所まで赴
き，診察していた慢性期疾患患者について，
医師が各県立病院において，情報通信機器を
用い，へき地診療所にいる患者の診察を行
う。この際，へき地診療所の看護師が，医師
の指示のもと，診察を補助する。
　なお，両提案において，診療報酬は患者が
受診した病院・診療所のものとし，原則，医師
による「対面診療」と同様の扱いとする。

　医師の地域偏在，診療科偏在とい
う医療の現状に対し，地域の患者が
必要な医療の提供を受けるために
は，限られた医師や医療機関などの
医療資源の効率的な活用や，受診
機会の確保が課題となる。特に，へ
き地の診療を担う「へき地診療所」
やその支援を担う「へき地医療拠点
病院」においては，最適な医療提供
体制の構築に向け，こうした社会的
課題への実効性のある対策の推進
が急務となっている。
　「へき地医療拠点病院」である「県
立中央・海部・三好病院」間及び「県
立病院」と「へき地診療所」間で，ＩＣ
Ｔを活用した「新たな遠隔診療」を実
施することで，適切な地域医療提供
体制の確保を図る。
　また，当提案の実施により，患者
の受診機会や専門医療の受療機会
の増が図られるとともに，看護師に
よるケアなど，在宅における遠隔診
療に比して，より手厚い医療看護が
可能となるほか，へき地への移動に
何時間も要していた「医師の勤務環
境の改善」引いては「医師の働き方
改革」の推進につながることはもと
より，今後，本格的に輩出される「地
域枠医師」の育成にも寄与すること
が想定される。
　こうした地域医療の新たな課題解
決実証モデルの実現には，現在，国
が認める「遠隔診療」の枠を超えた
医師法の規制緩和の特例措置が必
要である。

厚生労働省

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府整理

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　  　  　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの
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番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数
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